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組合・ブロック設置規則 

                                   

（目的） 

第１条  この規則は、一般社団法人福井県建築組合連合会（以下、「本会」という。）に所属する

組合及びブロックの設置並びに運営に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（組合の設置） 

第２条  本会に所属する組合は、次の地区の４９組合とする。 

（１） 福井地区  福井、福井第一、国見、麻生津、高木、足羽、 

森田、川西、殿下、清水、越廼 

（２） 坂井地区  三国、芦原、金津、丸岡、坂井、北潟、春江 

（３） 吉田地区  松岡、永平寺 

（４） 大野地区  大野 

（５） 勝山地区  勝山 

（６） 丹生地区  朝日、糸生 

（７） 越前地区  織田、越前、宮崎 

（８） 武生地区  武生 

（９） 南越前区  池田、南条、今庄、河野 

（10） 今立地区  今立、味真野、白山 

（11） 鯖江地区  鯖江中部、神明工匠、河和田、立待、鯖江西部、北中山 

（12） 嶺南地区  敦賀、美浜、三方、上中、小浜、名田庄、高浜、大飯 

 

（ブロックの設置） 

第３条 当会には次のブロックを置き、前条の組合は次のいずれかのブロックに所属しなければ

ならない。 

（１）福井ブロック 福井地区の組合 

（２）坂井ブロック 坂井地区の組合 

（３）奥越ブロック 吉田地区、大野地区、勝山地区の組合 

（４）丹南ブロック 丹生地区、越前地区、武生地区、南越前地区、今立地区、鯖江地

区の組合 

（５）嶺南ブロック 嶺南地区の組合 

 

（ブロックの役員） 

第４条 ブロックには、ブロック長１名、副ブロック長若干名、会計理事、理事、監事を置く。 

  ２ 会計理事、理事及び監事の定数は、本会理事会が別に定める。 

３ ブロックの役員は、毎年４月に開催するブロックの会議で選任するものとし、その任期

は、本会の役員の任期と同じとする。 
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（ブロックの会議） 

第５条 ブロックの会議は、ブロック長が招集し、所属組合長が出席して行う。 

２ 組合長が故障により出席できないときは、その副組合長が代理して出席するものとする。 

３ 組合長及び副組合長がいずれも故障のときは、組合が指名した会員が出席するものとす

る。 

  ４ 必要に応じて本会の理事が出席するものとする。 

  ５ ブロックの会議の出席者、経過及び結果等については議事録を作成しなければならない。 

  ６ 前項の議事録には、議長及び議事録署名人２名が記名押印しなければならない。 

  ７ 前項の議事録は、ブロック長が本会に提出して本会がこれを保管する。 

 

（経費の負担、事業及び会計報告） 

第６条 ブロックの通常の経費は、ブロック所属の正会員が負担するものとし、組合が徴収しこ

れをブロックに納入するものとする。 

２ ブロックの会計年度は、本会の会計年度と同一とし、その決算書はブロックの定時総会

で承認を受けなければならない。  

３ ブロックは、定時総会終了後速やかに事業報告書及び会計決算書を本会に提出して報告

しなければならない。 

 

（監査指導） 

第７条  本会は、ブロック及び組合の事業及び会計を監査し、これに基づき改善すべき事項を指

導するものとする。 

  ２ 会長は、理事及び職員から各１名以上を監査員に任命し、前項の業務に当たらせるもの

とする。 

 

（規約） 

第８条 ブロック及び組合の規約に関する事項は理事会の定めるところによるものとする。 

 

（改正） 

第９条 この規則の改正は、本会総会の決議によるものとする。 

 

（施行期日） 

第１０条 この規則は、一般社団法人への名称変更の日（平成２５年４月１日）より施行する。 

 

附則（施行期日） 

１．この規則は、平成２６年５月２９日（中河が解散した日）より施行する。 

２．この規則は、平成２７年５月２９日（美山が福井地区に編入した日）より施行する。 

３．この規則は、平成２７年１０月１日（東藤島が解散し、清水・越廼が福井地区に編入した日）

より施行する。 
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４．この規則は、平成２９年５月２５日（美山が解散した日）より施行する。 

５．この規則は、令和３年５月２８日（安居が解散した日）より施行する。 

６．この規則は、令和４年５月２７日（上志比が解散した日）より施行する。 

 


